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別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書

我が国は、「児童の権利条約」（１９９４年）を批准しており、第９条３で「締約国

は、児童の最善の権利に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されて

いる児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を

尊重する」とあり、親子不分離の原則が明示されています。２０１４年には、ハーグ

条約も批准しており、前文で「条約加盟国は子どもの権利が、監護権に関する問題に

おいて、最高位に重要であることを強く確信し、不法な連れ去りによる有害な影響か

ら子どもを国際的に守ること、常居国に迅速に戻される方法を確立し、それと同時に

子へのアクセスの権利を守ることが望まれる。」とあり、国際間の子どもの連れ去り

を禁止しています。しかし、国内法の未整備から、国内での子どもの連れ去りは未だ

容認されています。

国内においては、２０１２年には民法も改正され、７６６条「父母が協議上の離婚

をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の

監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項はその協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とあり、

初めて、面会交流・養育費が明記されました。しかし、現実には、離婚届出が養育費・

面会交流を取り決めないでも受理されることも多く、面会交流の拡充・養育費の支払

いは遅々として進んでいないのが現状です。

これらのことから、２０１４年３月、国会では超党派議員４０名以上が参加し、「親

子断絶防止議員連盟」が設立され、親子断絶防止法の法制化への検討が進められてお

り、一層これらの動きを加速する必要があると考えます。

つきましては、別居親も子どもの成長にかかわっていくことで（頻繁で継続的な面

会交流・十分な養育費）、離婚後の子どもの精神的負担を和らげ、子どもの心の支え

となることに鑑み、「別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法律」を速やかに

整備することを求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２８年６月１７日

茨城県古河市議会議長佐藤泉

（提出先）

衆議院議長大島理森殿

参議院議長山崎正昭殿 宛

内閣総理大臣安倍晋三殿

法務大臣 岩城光英殿


